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４．資金供給業務としての出資･出資比率20％以上の出資先 

 
 取引先の皆様方からの自己資本充実のニーズに応えるための構成員株式の取得（法

第２８条第１項第１０号）につきましては、年度間で２４先減少し、年度末の株式取

得先数は３８３先、株式保有残高は２２９億円となりました。 
 なお、出資比率２０％以上の先は該当ありません。 
 

５．子会社、関連会社、関連公益法人等 

 
 

 関連公益法人 
会 社 名 （財）商工総合研究所 
所 在 地 東京都江東区木場５―１１―１７ 

主な業務内容 
中小企業の金融・組織化・産業構造等に
関する調査、中小企業に関する調査研究
に対する助成 

設 立 年 月 日 昭和６１年１２月２６日 
資本金（基本財産） ７５０百万円 
当金庫出資（出捐）比率 ９２.０％ 

役 員 
  理事長          宮本  四郎 
                 他役員１０名 
                （うち兼任１名） 

従 業 員 ７名 
子会社、関連会社は該当ありません。 

 

６．関係会社等の概況（商工中金との関係を含む） 

 
（財）商工総合研究所と当金庫との関係について 

我が国中小企業の健全な発展を図り、もって我が国経済の一層の発展に寄与

するため、中小企業の金融、組織化等に関する調査研究、中小企業に関する調

査研究に対する助成等を行うことは極めて重要であると考え、当金庫はこれら

の事業を行う（財）商工総合研究所に出捐するとともに、事業推進に要する経

費の一部を助成しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




